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３ 第３１条の２【指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの全

てに共通する技術上の基準等】 

第３１条の２ 指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いのすべ

てに共通する技術上の基準は、次のとおりとする。 

（１） ためます又は油分離装置にたまった危険物は、あふれないように随時くみ上げ

ること。 

（２） 危険物又は危険物のくず、かす等を廃棄する場合には、それらの性質に応じ、安

全な場所において、他に危害又は損害を及ぼすおそれのない方法により行うこと。 

（３） 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所では、当該危険物の性質に応じ、遮光又は換

気を行うこと。 

（４） 危険物は、温度計、湿度計、圧力計、その他の計器を監視して、当該危険物の性

質に応じた適正な温度、湿度又は圧力を保つように貯蔵し、又は取り扱うこと。 

（５） 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、危険物の変質、異物の混入等に

より、当該危険物の危険性が増大しないように必要な措置を講ずること。 

（６） 危険物が残存し、又は残存しているおそれがある設備、機械器具、容器等を修理

する場合は、安全な場所において、危険物を完全に除去した後に行うこと。 

（７） 可燃物の液体、可燃性の蒸気若しくは可燃性のガス漏れ、若しくは滞留するおそ

れのある場所又は可燃性の微粉が著しく浮遊するおそれのある場所では、電線と

電気器具とを完全に接続し、かつ、火花を発する機械器具、工具、履物等を使用し

ないこと。 

（８） 危険物を保護液中に保存する場合は、当該危険物が保護液から露出しないよう

にすること。 

（９） 接触又は混合により発火するおそれのある危険物と危険物その他の物品は、相

互に近接して置かないこと。ただし、接触又は混合しないような措置を講じた場

合は、この限りでない。 

(１０) 危険物を加熱し、又は乾燥する場合は、危険物の温度が局部的に上昇しない方

法で行うこと。 

(１１) 危険物を詰め替える場合は、防火上安全な場所で行うこと。 

(１２) 吹付塗装作業は、防火上有効な隔壁で区画された場所等安全な場所で行うこと。 

(１３) 焼入れ作業は、危険物が危険な温度に達しないようにして行うこと。 

(１４) 染色又は洗浄の作業は、可燃性の蒸気の換気をよくして行うとともに、廃液を

みだりに放置しないで安全に処置すること。 

(１５) バーナーを使用する場合においては、バーナーの逆火を防ぎ、かつ、危険物があ

ふれないようにすること。 

(１６) 危険物を容器に収納し、又は詰め替える場合は、次によること。 

  イ 固体の危険物にあっては危険物の規制に関する規則（昭和３４年総理府令第５
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５号。以下「危険物規則」という。）別表第３、液体の危険物にあっては危険物規

則別表第３の２の危険物の類別及び危険等級の別の項に掲げる危険物について、

これらの表において適応するものとされる内装容器（内装容器の容器の種類の項

が空欄のものにあっては、外装容器）又はこれと同等以上であると認められる容

器（以下この号において「内装容器等」という。）に適合する容器に収納し、又は

詰替えるとともに、温度変化等により危険物が漏れないように容器を密封して収

納すること。 

  ロ イの内装容器等には、見やすい箇所に危険物規則第３９条の３第２項から第６

項までの規定の例による表示をすること。 

(１７) 危険物を収納した容器を積み重ねて貯蔵する場合には、高さ３メートル（第４

類の危険物のうち第３石油類及び第４石油類を収納した容器のみを積み重ねる場

合にあっては、４メートル）を超えて積み重ねないこと。 

２ 指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、 

構造及び設備のすべてに共通する技術上の基準は、次のとおりとする。 

（１） 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所には、見やすい箇所に危険物を貯蔵し、又は

取り扱っている旨を表示した標識（危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクのうち

車両に固定されたタンク（以下「移動タンク」という。）にあっては、０．３メー

トル平方の地が黒色の板に黄色の反射塗料その他反射性を有する材料で「危」と

表示した標識）並びに危険物の類、品名、最大数量及び移動タンク以外の場所にあ

っては防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。 

（２） 危険物を取り扱う機械器具その他の設備は、危険物の漏れ、あふれ又は飛散を防

止することができる構造とすること。ただし、当該設備に危険物の漏れ、あふれ又

は飛散による災害を防止するための附帯設備を設けたときは、この限りでない。 

（３） 危険物を加熱し、若しくは冷却する設備又は危険物を取扱いに伴って温度の変

化が起こる設備には、温度測定装置を設けること。 

（４） 危険物を加熱し、又は乾燥する設備は、直火を用いない構造とすること。ただ

し、当該設備が防火上安全な場所に設けられているとき、又は当該設備に火災を

防止するための附帯設備を設けたときは、この限りでない。 

（５） 危険物を加圧する設備又はその取り扱う危険物の圧力が上昇するおそれのある

設備には、圧力計及び有効な安全装置を設けること。 

（６） 引火性の熱媒体を使用する設備にあっては、その各部分を熱媒体又はその蒸気

が漏れない構造とするとともに、当該設備に設ける安全装置は、熱媒体又はその

蒸気を火災予防上安全な場所に導く構造とすること。 

（７） 電気設備は、電気工作物に係る法令の規定の例によること。 

（８） 危険物を取り扱うにあたって静電気が発生するおそれのある設備には、当該設

備に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。 
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（９） 危険物を取り扱う配管は、次の例によること。 

  イ 配管は、その設置される条件及び使用される状況に照らして十分な強度を有す

るものとし、かつ、当該配管に係る最大常用圧力の１．５倍以上の圧力で水圧試験

（水以外の不燃性の液体又は不燃性の気体を用いて行う試験を含む。）を行ったと

きは漏えいその他の異常がないものであること。 

  ロ 配管は、取り扱う危険物により容易に劣化するおそれのないものであること。 

  ハ 配管は、火災等による熱によって容易に変形するおそれのないものであること。

ただし、当該配管が地下その他の火災等による熱により悪影響を受けるおそれの

ない場所に設置される場合にあっては、この限りでない。 

  二 配管には、外面の腐食を防止するための措置を講ずること。ただし、当該配管が

設置される条件の下で腐食するおそれのないものである場合にあっては、この限

りでない。 

  ホ 配管を地下に設置する場合には、配管の接合部分（溶接その他危険物の漏えい

のおそれがないと認められる方法により接合されたものを除く。）について当該接

合部分からの危険物の漏えいを点検することができる措置を講ずること。 

  へ 配管を地下に設置する場合には、その上部の地盤面にかかる重量が当該配管に

かからないように保護すること。 

（１） 本条は、少量危険物の貯蔵及び取扱い全てに共通する技術上の基準を規定したもの

である。 

（２） 第１項第３号『遮光』とは、黄りん、エーテル、二硫化炭素、コロジオンその他揮

発性の高い液体等について適切な遮光を行うことをいうものであり、『換気』とは、

危険な濃度の可燃性の蒸気又は微粉が滞留するおそれのある場合について、強制換

気等の適切な換気を行うことをいう。 

    なお、換気設備の例については、第３１条の３の２第５号を参照。 

（３） 第１項第４号『その他の計器』とは、液面計、流量計、回転計、電流計等をいう。 

（４） 第１項第５号『必要な措置』とは、不必要な長期貯蔵をしないことのほかに、例え

ば、危険物を取り扱う設備に蓋をすること、タンク等への誤注入を防止するために明

確に区分し、明記しておくこと等が考えられるものであること。 

（５） 第１項第６号『完全に除去』とは、加熱又は溶剤等の使用により、危険物又は危険

物の蒸気が全く存在しないようにした状態をいうものであり、完全に除去できない

場合は、不燃性のガス又は水等で置換、封入等の措置を講じるものであること。 

（６） 第１項第７号『可燃性のガス』とは、アセチレン、水素、液化石油ガス、都市ガス

等の可燃性気体をいう。 

（７） 第１項第７号『可燃性の液体、可燃性の蒸気若しくは可燃性のガスが漏れ、若しく

は滞留するおそれのある場所又は可燃性の微粉が著しく浮遊するおそれのある場所』

とは、危険物の引火点、貯蔵取扱形態、換気、通風等を考慮し総合的に判断すること
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となる。 

（８） 第１項第７号『可燃性の微粉』とは、マグネシウム、アルミニウムの金属粉等で堆

積した状態でも着火又は爆発するもの及び小麦粉、でん粉その他の可燃性の粉じん

で空気中に浮遊した状態において着火又は爆発するものをいう。 

（９） 第１項第７号『火花を発する機械器具』とは、溶接機、グラインダー、フォークリ

フト等の使用に伴い、必然的に火花を発するもの又は火花を発するおそれのあるも

のをいう。よって、電気設備に関する技術上の基準を定める省令第６８条及び第６９

条の規定に適合する電気機械器具で、労働安全衛生法第４２条の規定に基づく規格

（電気機械器具防爆構造規格）に適合していることを示す防爆構造電気機械器具用

型式検定合格標章（機械等検定規則様式第１１号（２））が貼付されているものは該

当しない。 

      「防爆構造電気機械器具用型式検定合格標章」 

労（  年  月）検 

検定合格証番号 

検定合格証の交付を受けたも

の又はその継承人の氏名又は

名称 

 

(１０) 第１項第７号『火花を発する工具』とは、ゴム性ハンマーや防爆用安全工具（べリ

リウム銅合金、木ハンマー等）等以外の工具をいう。 

(１１) 第１項第８号『保護液』とは、空気中の酸素や水分に接触させると著しく危険な状

態となる危険物を保護するための液をいい、例えば、水（灯油、軽油、ニトロセルロ

ース等の保護用）、パラフィン（金属ナトリウムの保護用）等がこれに該当する。 

(１２) 第１項第９号『相互に近接して置かないこと』とは、地震動、転倒、落下等により

接触又は混合を生じない距離を保つことをいう。 

(１３) 第１項第１１号『防火上安全な場所』とは、不燃材料等の塀で区画された場所、火

気又は火花を発生するおそれのない場所その他防火上安全な場所で、かつ、通風、換

気が有効に行われている場所をいう。 

(１４) 第１項第１２号『防火上有効な隔壁で区画された場所等安全な場所』とは、小屋裏

に達する準耐火構造（建基法第２条第７号の２に規定する準耐火構造のうち、下地が

不燃材料のものに限る。）の壁(当該壁に開口部を設ける場合は、出入口にあっては自

動閉鎖の防火戸（建基法第２条第９号の２ロに規定する防火設備であるものに限る。）

とし、その他のものにあっては防火上有効なダンパー等を設けること。)で区画され

た場所のほか、次に掲げる場所をいう。 

  ア 準耐火構造（建基法第２条第７号の２に規定する準耐火構造のうち、下地が不燃材

料のものに限る。）の壁体（天井を含む。）で防火区画されている場所 
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  イ 塗装ブース、ウォーターカーテン等を設け、危険物の蒸気等が、塗装場所以外へ拡

散しない場所 

  ウ 屋外又は周囲が十分に解放されている屋内であって、火源等から安全と認められ

る距離を有している場所 

(１５) 第１項第１５号『逆火』の防止の方法は、バーナーに点火する際、事前に燃焼室内

に送風し、未燃焼ガス等を除去する方法（プレパージ）、バーナーの燃焼を止めた後、

ある一定時間送風を継続して、燃焼室内の未燃焼ガス等を除去する方法（ポストパー

ジ）等である。また『あふれないようにする』流出防止の方法としては、燃料をポン

プで供給している場合の戻り管の設置、炎監視装置によりバーナーの不着火時にお

ける燃料供給停止装置等による。 

(１６) 第１項第１６号は、危険物の運搬以外に危険物を収納したり、又は詰め替えたりす

る場合の容器について規定するものである。 

    なお、危険物の運搬については、法第１６条に規定されており、これは指定数量未

満の危険物についても適用され、危険物政令第２８条から第３０条までの基準によ

ることとされているので留意すること。 

  ア 第１６号イ『これと同等以上であると認められる容器』とは、危規則第３９条の３

第１項に規定する「総務大臣が貯蔵又は取り扱いの安全上これと同等以上であると

認めて告示した容器」をいう。（危告示第６８条の２の２） 

    また、危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所と同一の敷地内において、危険物を貯蔵

し、又は取り扱うため、内装容器等以外の容器に収納し、又は詰め替える場合であっ

て、当該容器による貯蔵及び取扱いが火災予防上安全であると認められるときは、条

例第３４条の３の基準の特例を適用し、危規則第３９条の３第１項ただし書きと同

様の取扱いとすることができる。 

  イ 第１６号ロ『内装容器等』には、危規則第３９条の３第２項から第６項までの規定

による表示（品名、危険等級、水溶性、禁水、火気厳禁等）を行うことを定められて

いるが、家庭で最も多く使用されている灯油用ポリエチレン容器、ガソリン携行缶等

については、危険物保安技術協会（以下「ＫＨＫ」という。）が試験により性能の確

認を行っており、合格したものに対して試験確認済みの表示がされているので、容器

の構造等の確認に際しては、当該表示の有無を活用することができる。 

    また、軽油用ポリエチレン容器（以下「軽油ポリ容器」という。）について、「消防

法適合」の旨を表示し市販されているが、これはＫＨＫの試験確認ではなく、自社に

おける性能試験を行い、適合表示をしているものである。この取扱いについては、消

防庁の見解として、平成２８年１２月全国消防長会会報第８０１号に記載されてお

り、抜粋すると、「現在販売されている軽油用ポリエチレン缶について、使用者が運

搬容器の基準に適合しているかどうかを確認するには、メーカーに直接問い合わせ

ることになる。消防本部への問い合わせがあった場合は、この旨伝えることになって
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おり、第三者機関における試験確認の実施について、今後検討していきたい。」との

見解である。 

    なお、当組合では、令和元年８月にメーカーである北陸土井工業株式会社へ自主試

験の内容の開示を求め、危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示（以

下「危告示」という。）第６８条の５に規定する運搬容器の試験に適合している旨を

確認した。 

    しかし、自主試験で運搬容器の基準を達したものであり、平成２年４月１１日消防

危第３３号通知の運搬容器に係る性能試験の細目基準に適合しているかどうかまで

は確認できないこと。 

また、この件について令和元年８月に消防庁へ第三者機関における試験確認の実

施について問い合わせたところ、「現在の所、緊急性が無いとして実施していない。」

との回答であった。 

このことから、消防庁としても、運搬容器としての一定以上の基準は達しているも

のと捉えており、ただちに使用を制限するものではないとの見解を示唆している。 

以上のことから、使用者からの適合の有無についての問い合わせがあった場合は、

運搬容器としての一定以上の基準は達しているものと捉えてはいるが、適合の有無

については判断できないため、使用者が直接メーカーに問い合わせを行う様に伝え

ること。 

 

   ※不安に感じての問い合わせについては、ガソリン携行缶を推奨すること。 

 

 『ＫＨＫによる試験確認済証』 

 ≪灯油用ポリエチレン容器≫       ≪ガソリン携行缶≫ 

 

 

 

 

  ≪金属製ドラム等金属製１８Ｌ容器≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

金属製ドラム  ペール缶  金属製 18Ｌ缶 

液体の危険物を 

収納するもの 

固体の危険物を 

収納するもの 
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 ≪その他の容器≫ 

 

 

 ＧＤ缶 

 

 

 

『北陸土井工業による自主試験』 

≪軽油用ポリエチレン容器≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１７) 第１項第１７号『高さ』の測定は、最下段の容器の底面（床面又は地盤面）から最

上段の容器の頂部までの距離とする。 

   ≪容器の積み重ね高さ≫ 

 

 

(１８) 第２項第１号、移動タンク以外の『標識』は、上益城消防組合火災予防条例施行規

則別表に規定するとおりで、幅０．３以上、長さ０．６ｍ以上の地が白色の板に黒色
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の文字で「少量危険物貯蔵取扱所」と記載し、併せて必要事項を記載すること。また、

移動タンクの標識にあっては、０．３メートル平方の地が黒色の不燃性の板に黄色の

反射塗料その他反射性を有する材料で「危」と記載することが必要となる。 

    掲示内容中『最大数量』は、通常一日における最大能力数量をいうが、常時貯蔵し、

又は取り扱っている数量の最大値として差し支えないものであり、『防火に関し必要

な事項』とは、危規則第１８条第１項第４号及び第５号の例により貯蔵し、又は取り

扱う危険物に応じた掲示板とすること。 

    なお、既設の営農タンクについては、タンクの構造又は材料の性質に影響を与えな

い方法により、当該標識及び掲示内容をタンク表面に表示することができる。 

 ≪標識の例≫ 

 ◆少量危険物施設（移動タンクを除く）   ■少量危険物（移動タンクに限る） 

 

 

 

 

 

 

≪掲示板の例≫  

  ▼防火に関し必要な事項を掲示した掲示板の例 

 

 

 

 

(１９) 第２項第２号『附帯設備』とは、タンク、ポンプ類等に設けるフロートスイッチ、

微圧スイッチ、戻り管、それらを組み合わせた二重安全装置等（図参照）、混合装置、

かく拌装置等に設ける飛散防止用の覆い等のほか、ブース、受け皿、囲い、逆止弁等

をいう。 

  「図」 

 

 

 

 

 

 

 

 

０．６ｍ 

少量危険物貯蔵取扱所 

第 類 品名 

最大数量 
０．３ｍ 危 

０．３ｍ 

０．３ｍ 

０．６ｍ 

０．３ｍ 
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(２０) 第２項第３号『温度測定装置』は、貯蔵し、又は取り扱う危険物の種類、性状、貯

蔵取扱形態、設備の種類及び測定温度等を考慮し、安全かつ正確に温度変化を把握で

きるものを選ぶこと。 

(２１) 第２項第４号『直火』とは、可燃性の液体、ガス等を燃料とする火気、露出したニ

クロム線を用いた電熱器等をいう。 

    なお、『直火』以外のものとしては、水蒸気、温湯、熱媒体、熱風等が該当する。 

(２２) 第２項第４号『防火上安全な場所』とは、加熱し、又は乾燥する設備において、当

該設備の中で危険物を取り扱う場所(部分)と直火を用いる部分とが、耐火構造の壁

等で防火上に区画されている場所等をいう。 

(２３) 第２項第４号『火災を防止するための附帯設備』とは、次に掲げる設備等をいう。 

  ア 危険物の温度を一定温度以下(引火点以下)に自動的に制御できる装置(温度セン

サー等による自動制御装置) 

  イ 危険物の引火を防止できる装置（不燃性ガス封入装置等） 

  ウ ニクロム線の保護管設備 

(２４) 第２項第５号『有効な安全装置』は、設置対象設備の種類に応じて、次に掲げる装

置等から適切なものを選択すること。 

    なお、安全装置の圧力放出口は、可燃性蒸気等が噴出するおそれがあるため、その

設置場所は、通風の良好な場所で、かつ、周囲に火気等のない安全な場所に設ける必

要がある。 
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  ア 自動的に圧力の上昇を停止させる装置 

  イ 減圧弁で、その減圧側に安全弁を取り付けたもの 

  ウ 警報装置で、安全弁を併用したもの 

(２５) 第２項第６号『引火性の熱媒体』とは、一定の温度を作り出すために、直接火源に

より加熱するのではなく、加温された第４類第３石油類、第４石油類等に該当する引

火性の液体（熱媒体）を介して加熱する間接加熱方式をとる場合の媒体となる物質を

いうものであり、『火災予防上安全な場所に導く構造』とは、安全装置から配管等に

より、屋外の高所で周囲に火気等がない安全な場所又は冷却装置等に導く構造をい

う。 

(２６) 第２項第７号『電気工作物に係る法令の規定』とは、電気設備に関する技術基準を

定める省令（平成９年通商産業省令第５２号）をいい、同省令第６８条(粉じんによ

り絶縁性能等が劣化することによる危険のある場所における施設)第６９条（可燃性

のガス等により爆発する危険のある場所における施設の禁止）及び第７０条（腐食性

のガス等により絶縁性能等が劣化することによる危険のある場所における施設）が

本号の規定に係るものである。 

(２７) 第２項第８号『静電気が発生するおそれのある設備』とは、静電気を発生しやすい

可燃性の液体、可燃性の微粉等の危険物を取り扱う設備（例えば、かく拌装置、混合

装置、充てん装置、配管等）をいうものであり、静電気による災害が発生するおそれ

のある危険物としては、特殊引火物、第１石油類及び第２石油類が考えられる。 

(２８) 第２項第８号『静電気を有効に除去する装置』は、静電気を発生しやすい危険物を

取り扱う設備を接地（アース）すること（接地抵抗値は１，０００Ω以下とすること。）

により、静電気を除去する装置が最も一般的であるが、次に掲げる方法等もある。 

  ア 加湿装置を設け、空気中の相対湿度を６０％以上とする方法 

  イ 空気をイオン化する方法 

(２９) 第２項第９号『配管』は、設置する場所、周囲の状況、地震、風圧等の影響、使用

する圧力、温度、湿度等の状況、危険物の性状等に照らして十分な強度を有し、劣化

しないものであれば、使用することができるという規定であり、次に掲げる配管等が

該当する。 

  ア 地上に設置するＪＩＳ Ｇ３４５２「配管用炭素鋼鋼管」の規格による配管又はこ

れと同等以上の耐熱性を有する金属製配管（以下「鋼製配管等」という。） 

  イ 地下に埋設する防食被覆を施した鋼製配管等 

  ウ 地下に直接埋設又はピット埋設する呼び径１００Ａ以下のＪＩＳ Ｋ７０１３

「繊維強化プラスチック管」附属書２（石油製品搬送用繊維強化プラスチック管）の

配管（以下「ＦＲＰ配管」という。） 

    なお、ＦＲＰ配管を使用する場合は、次に掲げる条件によること。 

  (ア) 取り扱う危険物の種類が、ＪＩＳ Ｋ２２０２（自動車ガソリン）、ＪＩＳ Ｋ
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２２０３（灯油）、ＪＩＳ Ｋ２２０４（軽油）又はＪＩＳ Ｋ２２０５（重油）

であること。 

  (イ) 継手が、ＪＩＳ Ｋ７０１４「繊維強化プラスチック管継手」附属書２（石油製

品搬送用繊維強化プラスチック管継手）に定める管継手であること。 

  (ウ) 接続方法及び埋設方法が、「危険物を取り扱う配管等として用いる強化プラスチ

ック製配管に係る運用基準について」（平成１０年３月１１日付け消防危第２３号

消防庁危険物規制課長通知）と同等であること。 

  エ 周囲に火災発生のおそれのある設備、機械器具等及び可燃物がない建築物内に設 

ける油圧装置等の高圧ゴムホース管 

  オ 基準の特例を適用する営農用タンクに用いる耐油性ゴムホース管 

    なお、耐油性ゴムホース管を使用する場合は、次に掲げる条件によること。 

  (ア) 送油管かつタンク元弁から先の部分に限り、使用時以外は元弁を閉止すること。 

  (イ) 鋼管等との連結部は、バンドで強く締める等、容易に外れないように措置するこ

と。 

  (ウ) 当該部分が農道等の通路を横断していないこと。 

  (エ) 当該部分からの漏えいの有無等について、目視等により容易に点検可能な配置

とすること。 

(３０) 第２項第９号イ『水以外の不燃性の液体』とは、水系の不凍液等をいうものであ

り、『不燃性の気体』とは、窒素ガス等をいう。 

(３１) 第２項第９号ロ『容易に劣化するおそれのないもの』とは、配管の材質自体により

容易に劣化するおそれのないもの又は有効なコーティング等の措置を施したもので、

取り扱う危険物が異常反応等により性状が変化した場合においても容易に劣化する

おそれのないようにしなればならない。具体的には、前（２９）の例のような配管が

該当する。 

    なお、『容易に劣化する』とは、石油類等に含まれる水分等による腐食等、長期的

に劣化が進行するものを含まない。 

(３２) 第２項第９号二『腐食を防止するための措置』とは、次に掲げる措置をいう。 

  ア 地上に設置する配管にあっては、地盤面に設置しないようにするとともに、外面の

腐食を防止するための錆止め塗装を実施すること。 

  イ 地下の電気的腐食のおそれのある場所に設置する配管にあっては、塗覆装又はコ

ーティング及び電気防食を実施すること。 

  ウ 地下のその他の配管にあっては、塗覆装又はコーティングを実施すること。 

 

「措置例」  
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(３３) 第２項第９号二『設置される条件の下で腐食するおそれのないもの』とは、次に掲

げるものをいう。 

  ア 地下に埋設されたＦＲＰ配管 

  イ 地上又は地下ピット内に設置された銅管、ステンレス鋼管、亜鉛メッキ鋼管等のさ

びにくい材質で造られたもの。 

  ウ 合成樹脂被覆鋼管等製造段階において腐食を防止する措置がとられているもの 

(３４) 第２項第９号ホ『危険物の漏えいを点検することができる措置』とは、当該部分を

蓋を有するコンクリートの箱（ピット）に収納等することにより、目視による点検が

できるようにする措置をいう。 

    なお、基準の特例を適用する営農用タンクに限っては、当該措置によらず、配管の

接合部分の埋設位置を特定できるよう地上に明示する措置とすることで足りる。 

 「ピットの例」 

 

 

 

 

 

(３５) 第２項第９号ホ『危険物の漏えいのおそれがないと認められる方法により接合さ

れたもの』とは、地上部の荷重等の影響により離脱又は損傷を受けるおそれのない接

続方法をいうものであり、ＦＲＰ配管にあっては、適正な技能を有する者が施工する
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（同者の管理下において施工する場合を含む。）ＪＩＳ Ｋ７０１４「繊維強化プラ

スチック管継手」附属書３（繊維強化プラスチック管継手の接合）に規定する突き合

わせ接合及び重ね合わせ接合をいう。 

(３６) 第２項第９号へ『その上部の地盤面にかかる重量が当該配管にかからないように

保護する』とは、配管の構造に対して支障を及ぼさないように堅固で耐久力のある構

造のコンクリート製の管等に収めること又はこれと同等以上の保護の方法によるこ

とをいうものであり、例えば次のア及びイに定める方法がある。 

    なお、上部地盤面を車両等が通過するおそれがない場合又は建築物若しくは工作

物がない場合にあっては、埋設された配管を保護することは要しない。 

  ア 鋼製配管の保護方法は次によること。 

  (ア) 地盤面を無舗装、砕石敷き又はアスファルト舗装とする場合は、埋設深さを６０

ｃｍ以上とする。 

  (イ) 埋設深さが６０cm未満となる場合は、地盤面を鉄筋コンクリート舗装とする。 

  イ ＦＲＰ配管の保護方法は、次によること。 

  (ア) 地盤面を無舗装、砕石敷き又はアスファルト舗装とする場合は、埋設深さを６０

ｃｍ以上とする。ただし、地盤面を厚さ１５㎝以上の鉄筋コンクリート舗装とする場

合は、埋設深さを３０ｃｍ以上とすることができる。 

  (イ) 埋設の施工方法は、次によること。 

    a 掘削面に厚さ１５ｃｍ以上の山砂又は６号砕石等（単位度砕石６号又は３から

２０ｍｍの砕石（砂利を含む。）をいう。以下同じ。）を敷き詰め、十分な支持力

を有するよう小型ビブロプレート、タンパー等により均一に締め固めを行う。 

    b ＦＲＰ配管を平行して設置する際には、相互に１０ｃｍ以上の間隔を確保する。 

    c ＦＲＰ配管を埋設する際には、応力の集中等を避けるため、以下の点に留意す

る。 

    (a) 枕木等の支持材を用いない。 

    (b) 芯出しに用いた仮設材は、埋め戻し前に撤去する。 

    (c) 配管がコンクリート構造物等と接触するおそれのある部分は、ＦＲＰ配管に

ゴム等の緩衝材を巻いて保護する。 

    d ＦＲＰ配管の上面より５ｃｍ以上の厚さを有し、かつ、舗装等の構造の下面に

至るまで山砂又は６号砕石等を用い埋め戻した後、小型ビブロプレート、タンパ

ー等により締め固めを行う。 


